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【手続補正書】
【提出日】平成28年5月13日(2016.5.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　(4S,4aS,5aR,12aS)-4-ジメチルアミノ-3,10,12,12a-テトラヒドロキシ-7-[(メトキシ(
メチル)アミノ)-メチル]-1,11-ジオキソ-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-オクタヒドロ-ナフタセ
ン-2-カルボン酸アミドまたはその薬学的に許容される塩を含有する、メチシリン耐性黄
色ブドウ球菌(Staphylococcus aureus)(MRSA)感染症の治療のための医薬組成物。
【請求項２】
　薬学的に許容される塩が結晶性モノ塩酸塩、結晶性モノメシル酸塩、および結晶性モノ
硫酸塩からなる群より選択される、請求項1記載の組成物。
【請求項３】
　前記塩がモノ塩酸塩である、請求項2記載の組成物。
【請求項４】
　前記塩がモノメシル酸塩である、請求項2記載の組成物。
【請求項５】
　前記塩がモノ硫酸塩である、請求項2記載の組成物。
【請求項６】
　MRSAが市中感染型MRSA(MRSA-CA)および院内感染型MRSA(MRSA-HA)から選択される、請求
項1記載の組成物。
【請求項７】
　(4S,4aS,5aR,12aS)-4-ジメチルアミノ-3,10,12,12a-テトラヒドロキシ-7-[(メトキシ(
メチル)アミノ)-メチル]-1,11-ジオキソ-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-オクタヒドロ-ナフタセ
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ン-2-カルボン酸アミドまたはその薬学的に許容される塩を含有する、消化性潰瘍の治療
のための医薬組成物。
【請求項８】
　薬学的に許容される塩が結晶性モノ塩酸塩、結晶性モノメシル酸塩、および結晶性モノ
硫酸塩からなる群より選択される、請求項7記載の組成物。
【請求項９】
　前記塩がモノ塩酸塩である、請求項8記載の組成物。
【請求項１０】
　前記塩がモノメシル酸塩である、請求項8記載の組成物。
【請求項１１】
　前記塩がモノ硫酸塩である、請求項8記載の組成物。
【請求項１２】
　少なくとも1種の追加の活性成分をさらに含有する、請求項7記載の組成物。
【請求項１３】
　少なくとも1種の追加の活性成分がプロトンポンプ阻害剤およびビスマスから選択され
る、請求項12記載の組成物。
【請求項１４】
　(4S,4aS,5aR,12aS)-4-ジメチルアミノ-3,10,12,12a-テトラヒドロキシ-7-[(メトキシ(
メチル)アミノ)-メチル]-1,11-ジオキソ-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-オクタヒドロ-ナフタセ
ン-2-カルボン酸アミドまたはその薬学的に許容される塩を含有する、ヘリコバクター・
ピロリ(Helicobacter pylori)感染症の治療のための医薬組成物。
【請求項１５】
　薬学的に許容される塩が結晶性モノ塩酸塩、結晶性モノメシル酸塩、および結晶性モノ
硫酸塩からなる群より選択される、請求項14記載の組成物。
【請求項１６】
　前記塩がモノ塩酸塩である、請求項15記載の組成物。
【請求項１７】
　前記塩がモノメシル酸塩である、請求項15記載の組成物。
【請求項１８】
　前記塩がモノ硫酸塩である、請求項15記載の組成物。
【請求項１９】
　(4S,4aS,5aR,12aS)-4-ジメチルアミノ-3,10,12,12a-テトラヒドロキシ-7-[(メトキシ(
メチル)アミノ)-メチル]-1,11-ジオキソ-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-オクタヒドロ-ナフタセ
ン-2-カルボン酸アミドまたはその薬学的に許容される塩を含有する、クラミジア・トラ
コマチス(Chlamydia trachomatis)感染症の治療のための医薬組成物。
【請求項２０】
　薬学的に許容される塩が結晶性モノ塩酸塩、結晶性モノメシル酸塩、および結晶性モノ
硫酸塩からなる群より選択される、請求項19記載の組成物。
【請求項２１】
　前記塩がモノ塩酸塩である、請求項20記載の組成物。
【請求項２２】
　前記塩がモノメシル酸塩である、請求項20記載の組成物。
【請求項２３】
　前記塩がモノ硫酸塩である、請求項20記載の組成物。
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